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は じ め に

西方教会 に お け る 修道院 と 司教 権力と の 聞 に 生 ず る 争いは 3 7 2 年 ， 西万世界に 始 め て
M artinus C 3 l7-t 397 ） が修道制を 導入 し た 時 点K， す でに 始 ま っ た 。 西方教会では ，
4 世紀末期 に は ロ ー マ帝政 の 行政管 糖区 を 基礎 に し て ， 都市司教座教会制度 が 確 立 し て お
り ， 司教が 教 会ヒエ ラ ル キー の 頂点に 立ち， 管 轄区 内の 教会裁治権， 及び 司牧権を 保有 し
た 。 一方 ， 修道院は も と も と 信仰の あ る あ り か た に 共鳴 し ， こ れ を 実践 し よ う と す る 俗人
の 集団であ る と こ ろ か ら ， 教会 ヒエ ラ ル キー に は 属 さ ず， 修道院の 自 由・liber t as の 理 念
の も と に 独 自 の運動 を 展開す る 可能性を も らえた 。 し か し ， 上記・ マ ル ティヌス の修道制

5世紀のL erins・ロ ー ヌ修道制 （ プ ロ ヴァ ンス ー ブルコ ー ニュ修道 制）
）

， 6 世紀末期
の ア イル ラ ン ド修道制な ど の発展に より， 西万 キ リ ス ト 教界 に おけ る 修 道 院の 影響力 が 強
ま る に つ れ て ， 司教 は， た と え 修道院を 教会ヒエ ラル キー の う ち に く み 入 れ ら れ な いに し
て も ， キ リ ス ト 教 界の 秩序の 保持を は か る た め に ， そ れ を 直接， 自 ら の 裁治 権の も と に 置
く こ と を 意図 し た の であ る 。

本稿では ， こ の よ う な 修道院 と 司 教 権力と の 関 係 が 司教会議の 決 議事項， 司教発行 の
pri vi legium， 及び教皇発行 の pri vi le gium な ど に よっ て ， ど の よ う に 規定 さ れ た か に つ
い て ， 51世紀初頭か ら 7 tit紀初頭， 教皇グレゴ リ ウ スの 時 代ま でに 限定 し て 検討す る こ と
に し た い。

注
1 )  この小論は， 筆者が1966年の支学期か ら 1968年の冬学期 ま でボン大学のEwig 教授の中世史co・

lloquium k参加した際， そこ で論ぜ ら れた “K losterprivilegium” 問題の根底 に存在す る修道院と
司 教 権力 と の法的関係 を筆者なりに洗い直したものであ る 。 乙の colloquiumの成果は， E. Ewig, 
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Beobachtungen zu den K losterprivilegium des 7. und friihen 8. Jahrhunderts, ,,Adel und 
K irche” . Festschrift G .  Tellenbach, Freiburg/Basel/Wien 1968, S. 52-68.， 及びHansH. 
Anton, Studien zu den K losterprivilegien der Papste im friihen Mittelalter, Berlin/New 
York, 1975ーー と な っ て結実してし叩。

2 )  拙稿「トウールのマルティヌスの修道院運動一一4世紀末期ガリア政治史へのー視角l西洋史学69
号， 1966 日 本西洋史学会編参照。

3 )  米国利治 「 レラン修道院運動－5 世紀， 聖界 に顕われた るガリア＝セナトール貴族の動向 を めぐっ
て 」史林55 巻5 号 1972 . 2 月， 参照。

4) 抗H稿 「コルムパヌス修道院運動一ーメロヴィンガー ・ フランクの政治史的 ・ 政会史的転換期 に関す
る 一考察 」名山屋大学文学部研究論集53号， 197 1. 3 月， 参照。

1 . 司教会議決議事項における修道院と司教権力

修道院 と司教 権力と の 関 係 を 規定す る 最初 の 司教会議決 議事項は451 年 の C halcedon の
そ れ に 求 め ら れ る 。

c. 4. マコ ト ニ， 且ツ誠実ニ， 特 異ナ生活 ヲ志ス者 ハ 名誉ヲ受クル ニ相応 シキ者ナ リ 。
(1) 修道服ヲ着用スル 者ガ教会 ， 及ビ国家ノ問 題 ヲ 混乱サセ， 何 ラ ワ キ マエモナク， 諸

都市ヲ放浪 シ， 自 ラ 修道院ヲ設立スルガ故ニ， 何人モ当 該管 轄IX司教ノ許可ナクパ， 修道
院， 乃至ハ 礼拝堂・or atorii domum ヲ設立スル コ ト ヲ禁 ズ。

(2) 修道士 ハ イカナル 都市， 及ビ教 区 ニア ッテモ， 司教 ニ服従 シ， 静寂ヲ愛 シ， ヒタ ス
ラ ニ断食 ト 祈 リ ニ励 ミ ， 彼 ラ ガ1世ヲ捨テタ 場所ニ定 住スベ シ。

(3) 修道士 ノ、イカナル 聖俗ノ問題 ニ， カカワ ラ ザル ベ シ。
(4) 修道士 ハ 当 該管 轄区 司教 ニヨ リ ， 必要 ト 認メ ラ レ タ 事業 以外 ニ， 所属 修道院ヲ去ッ

テ他ニ転ズル コ ト 能 ワ ズー。
(5) イカナル 奴隷モソノ所有者ノ承認ナ シニ， 修道士 ト ナス タ メ ニ， 修道院ニ受ケ入 レ

ザソレコ ト 。
以上 ノコ ト ヲ規定スル 。 我 々 ハ コノ規定 ヲ犯ス者 ヲ， 神ノ御名ガ冒漬サレナイヨ ウ ニ，

破門 ニ処スル コ ト ヲ定 メ ル 。 而 シテ当該管 轄区 司教 ノ、修道院 ヲ 自 ラ ノ職 権デ以テ， 監督ス
ベ シ（ pro videnti a gerere ）。

c. 8 . 貧救院・x enodocium， 修道 院 ， 及ヒo殆l教者ニ捧ゲ、 ラ レ シ教会ノ型職者 ハ 当 該管
轄区 司教ノ裁治権・ jurisdictio ノ下 ニ ア ッテ， 同 司教 ニ対 シテ尊大 ニ シテ． 反抗的ナ 態

度 ヲ執ル コ ト ヲ禁 ズ。 コノ規定 ニ違反 シ， 同 司教 ニ従 ワ ナイ者 ハ ， 聖職者 ノ場 合ハ 教会法
ニヨッテ罰セ ラ レ， 修道士 ， 又ハ 俗人ノ場合ハ 破門 ニ処セ ラ レル ベ シ。

c. 16 .修道女 ， 及ピ修道士ノ婚姻ヲ禁 ズ。 コレヲ犯シタ 者 ハ 破門 ニ処スベ シ。 但 シ，
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当 該管 轄区 司教ガコノ古·ijヲ軽減スル 権限ヲ有ス。
C . 24.修道 院ガヒ ト タ ビ， 司教ノ意志 ニ ヨッテ， 型別サレレ パ， ソレハ 常 ニ 修道院デ

アル ベ シ。 修道院財 産ハ 保全サレ， ソノ建物 ハ 俗人ノ住居 ト ナスベ カ ラ ズ。 修道院ヲ 俗人
ノ住居 ト ナスコ ト ニ lr!J意シタ 者ハ 教会法 ニ ヨッテ罰セ ラ レル ベ シ。

こ の カル ケド ン 司教会 議規定のうち ， C .4は 皇帝 Marc ianus が 同会 議の 第 6 期 に発
令 し た c ap i t ula を た だーケ所 を 除いて 変更を加え る こ とな く ， 逐語 的 l乙教会法 とし て 採
録 し た 規定で あ っ た 。 こ の 変 更ケ所 とは， c. 4 (1） が 修道 院， 及び礼拝堂の 新 設の 監督
権 を ， c ap itu la にあ る よ う に， 土地所有 者で は な く ， 司教権に置いて いる 点で あ る 。 こ
の 規定を め ぐっ て ， Spre it ze nho fer は そ れ を 教会 の 古 く か ら 存在す る 慣習の 明 文化にす
ぎ な いとし て いる 。 か れ に よ れ ば， 修道院に対す る 監督権・pro vide nt ia が す で に 以前 か
ら 司教会議， 及び教皇によ っ て 司教に認め ら れ， ま た 教皇が 修道 院に対 し て 教会内権，

及び命令権 を 所有 し ， 修道院を 脳罪の場所 とし て 教会 組織内の一 つ の機 関に位置 ず けて い
た の で あ る 。 し か し ， Ued i ng は c.4が成立 し た 歴史的 背 景， す な わ ち ， Eu tyc hes 派
修道士 が キ リ ス ト 単 性論争 に急進 的 な 態度 を と り ， か れ ら の 新 設修道 院を 闘 争 の 拠点とし
た事件に対処す る た め ， 司教権の 強イじを は か る とい う 東方教会 の 特殊 事 情 を 重視す る 。）こ
の特殊事 情 は c.4が 同司教会議にあ っ て ， 教会 で は な く ， 帝権の 指 導に よ っ て 成立 し た
事実か ら も 裏付け ら れ る 。 そ れ 故に修道 院問題 に関し て ， 東万教会 の 関心 が 聖職 者の 干渉
に対す る 修道 院側の 防衛よ り も ， 心 し ろ 教会問題へ の 修道士の 介入 に対 す る 教会側の 防衛
に向 け ら れ て いた とい う E wig の指摘 は c.4の本質を 明示 し て いる 。）

こ こ で 上 述の カル ケド ン 諸規定の 内容を 検討す れ ば， ま ず 第 l tζc. 8 が 示す よ う に，
修道士が 俗人 と同一身分に置 か れ て いる とこ ろ か ら ， 同規定は 聖職者 と修道士との 聞 に身
分上 の根本的 な 区 別 を 設定し て いる 。 も と も と， 司教 が教会法上． 修 道 士 に有 し た 裁治権
・ jur isd ic tio は 教会聖職者に対す る そ れ とは 異伝 り ， 管 轄区 内の 一般信徒に 対す る も の

と 同質で あ っ て ， し か も そ の 裁治権は 修道士個人に限定さ れ， 修道士会・co ngre gatio ,
及び修道 院に及ん で いな か っ た 。 第 2 に c.4 (1) , (2) , (4), c. 8, c. 16， 及び c.24の
諸 規定は 修道士 と教会 聖職者とを 身分上 区 別 し な が ら ， 修道士， 及び修道 院に対す る 規制
を 強化して いる 。 す な わ ち ， 司教が修道 院， 及びor ator ii domu m の 設立認可権， 修道
士 の移動・旅行 許可権， 修道院に対す る 聖別権， 修道院財 産保護権を 所有 し ， c.4 (2）は 内
容規定な し に， 修道士 の 司教へ の服従 を 定め て いる 。 こ の修道院に対す る 司教権は ， エ ー
ヴィ ヒによ れ ば， 司教 が教会 聖職 者に対 し て 有 す る po tes tas で は な く ， pro vide ntia , 
cur a， 及び so llic i tudo， す なわ ち 修道院規律に関す る 強力な 発言権という意 味 で の 監督
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権， 及び保護権 とし て と ら え ら れ て いる 。 そ れ 放にカル ケドン の諸 規定が修道院の 教会組

織へ の 組込み を 意味す る Spre i t zen ho fer の主 張は 否定さ れ ね ば な ら な L 、 。 尚 ， C .8 で
は ， 修道院に所属 す る 聖職者に対す る 司教権 の行使， す な わ ち 教会法に も とず く 司教 の
po tes t  as の行使 を 規定し て いる 。 そ れ は 修道士身分 で は な い 聖職 者が司教 区 の聖職 者で
あ りな が ら ， 修道院を 楯に他の聖職 者よ り も ， よ り 大 き な 自 由・liber tas を 享受 し ， 司教
の 命令 を 無視 し だか ら に外 な ら な い。 ま た c.4 (5） は 修道院と司教権力との 関係 と い う
よ り は ， 前 者と｜立俗権 力との 関係か ら 生ず る 問題 を 規定し て お り ， 本 論の 検討の 対象とは
な り え な い。

こ の カル ケド ン の修道院諸 規定の成立 の 背 景 にと述の特殊事情 が あ っ た とし て も ， こ れ
ら の諸 規定が 1 3世紀に 集 大成 さ れ た ク ラ ティ アヌス教会法 典corpus jur is c anon ic i の
な か に収録 さ れ て いる とこ ろ か ら ， こ れ ら が西万教会にお ける 修道院と司教権 力との 関係
を 規定す る 基本線とな っ ていた こ とは 確 か で あ ろ う 。 わ れ わ れ は こ の カル ケド ン 修道 院規
定とそ の後， 西方教会に成立す る 修道院規定との 関連 を 検討 し な が ら ， ま ず アイル ラ ン ド
修道制導入 以前 の修道院と司教権 力との 関係 を 明 ら か に し て 行 く こ とに し よ う 。

455 年レ ラ ン 修道院長 F aus tus と Fr e jus 司教Theodorus との 聞 で 起 っ た 争 いの 調
停を し た アル ル 司教会議の決議事項， いわ ゆ る レ ラ ン 規定L er ins Status とは ，

(1) 当 該修道院ニ アッテ， 司教 ハ 前 任司教ガ要求 シナカッ タ 諸 権 限ノ行使 ヲ禁 ズ。
(2) 司祭， 及ビ祭 壇ニ 仕エ ル 聖職 者ノ、司教， 乃至ハ ソノ代理者ニ ヨ リ 叙階サル ベ シ。
(3) 塗油ハ 司教 以外 カ ラ 受 ケル コ ト ヲ禁ズ。
(4) 新修道士 ハ 司教 以外 カラ con firmatio ヲ受ケル コ ト ヲ禁 ズ。
(5) 修道院ハ 司教ノ許可 ナク パ， 外部ノ 聖職者 ト ノ commun io ヲ禁 ズ。 マタ， 同聖職

者ニ 修道院内ノ教会秘蹟行使権 ヲユダネ 得 ズ。
(6) 聖職 者 ト シテノ 叙階ヲ受ケテイナイ修道士・laic a mu li tudo ハ 修道院長ノミノ 裁

治権ノモ ト ニ 置クベ シ。

(7) 司教 ハ 修道院長ノ要請ナク パ， 当 該修道院ニ アッテ， 修道士 ヲ聖職者ニ 叙任スル コ
ト モ， マ タ ， イカナJレ 権威 ヲ行使スル コ ト ヲ得 ズ。

以上 7 項目 で あ り ， 同規定は 修道士と教会型職者とを 身分上 峻別す る カル ケド ン の 原 理
にた ち ， 修道院内にお け る 修道院長， 及び司教両 権限 を 明確化 し て いる 。 特 に， 決 議 事 項
(6）， 及び（7）が示す よ う に， 修道院長が laic a mu lti tudo に対す る 裁治権 を 有 し ， し か も
司教権 の行使 の 際に修道 院長の 要請・pe ti tio を 前提とし た 事 実 は ， こ の 規定を も っ て 修
道 院側l乙有利に定め た 事項とす る エ ーヴィ ヒの 主張を 裏付ける 。
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し か し ， こ の レ ラ ン 規定とカル ケド ン 規定と の 間 に 直接的 な 関連 が 認め ら れ る か否 か 断
定す る に 慎重 さ が必要 で あ ろ う 。 ま ず， わ れ わ れ は カル ケド ン 規定が 修道院に よ る 教会 領
域 侵害の 防止で あ っ た の に 対 し て ， レ ラ ン の そ れ は 決 議事 項（1）が 明 示 し て いる よ う に ， 司
教権の 修 道 院領域侵害に 対す る 防止 に 向 け ら れ て いる 点， 換言す れ ば， 両規定の成立 状況
が 全 く 異 る 点を挙げ な けれ ば な ら な い。 そ し て レ ラ ン 規定の 成立時期 に 関 し で も ， 同じ
く （1）が 示す よ う に ， 必5 年の アル ル司教会 議が た だ単 に ， す で に 存在 し て いた 同規定の 再
確認で あ る とこ ろ か ら ， そ の 時期 が455 年以前 に 求め ら れ る の は 確 か で あ り ， そ れ がカル
ケド ン 司教会 議の415 年以後 とは 明 言 し え な い。 ちな み に レ ラ ン 修 道 院の 設立 年 は400 年か
ら 410年 の 聞 に 置 か れ て いる 。

レ ラ ン 規定が 司教権に 対 し て， 修道院側の 大巾伝自由・li ber tas を 保障し え た 要 因 は ア
ル ル司教会議の 出席者， プ ロ ヴァ ン スの 諸司教が レ ラ ン 修道院出 身 者に よ っ て 占め ら れ て
いたこ とに 求め ら れ よ う 。 そ れ故 に こ の 規定は あ く ま で レ ラ ン 修道院の み に 認め ら れ た 特
権・pr ivile gium で あ っ て ， アル ル首都 司教座・ metropo l itanus 管 轄区 内の す べ て の 修

13) 
道院に適用 さ れ た も の で は 決 し て な か っ た 。

カル ケド ン 規定が西方教会 に あ っ て ， 全面的 に と り 入れ ら れ た の は ， ヒスパ ニ ア教会 に
14) 

お ける 540 年 の Barce lon a 司教会 議 c.10で あ っ て ， 他 の 地域 で は 同規定が 事 項 ごと
に ， そ れ ぞれ の 司教会議に お いて ， 修正補足を 受 けて 承認さ れて いる 。

15) 
修道院設立 に 関す る 司教認可権 （ カル ケドン c.4 (1） ） は506 年の Ad ge C . 27, 51 1 年

16) 17) 
Or i白ns C. 2 2， 及び517年 Ep aone C . 10な ど の 諸 司教会議 に 認め ら れ， オル レ ア ン で
は 修道士 に よ る 新 ce llu la 設立 に ， 司教 に加え て 修道院長の認可を必要 とし て いる 。 し か

18) 
し ， 465年Vannes C . 7が 後 者の認可の み を必要 とし て いる 点に 注 目 さ れ る 。

司教 に 対 す る 修道士 の 服従 （ 同 c.4 (2） ） ， 及び修道士 に 対 す る 司教 の 罰令 権 （ 同 C .8;
19) 

C .16） は554 年 Ar ies C . 2 に認め ら れ る が， 51 1 年 の オル レ ア ン c.19, 533 年 の 同 c.
20) 21) 

21, 517 年 エ パオ ン ヌの c.19 f,t ど の 諸規定は 服従義務 を 修道士 で は な く ， 修道院長 に 求
め て いる 。 す な わ ち ， 司教権限 とし て ， 511年の オレ ル ア ン は 修道 院長に 対 す る 罰令権と
会 議召 集権を ， ま た533 年 の そ れ も 司教 に 不 服従 の 態度 を 執る 修道 院長との commun io の
拒否， す な わ ち 破門権を与え て いる 。 エ パオ ン ヌの 規定に よ れ ば， 司教が 罪 を 犯 し た 修道
院長 を 更迭す る 権限 を も つ が， 乙の処置 に 不 満の場合 に は ， 修 道 院長が首 都司教 me tro 
po li tanus に 上 訴す る 権限 を 有 す る 。 そ し て578 年の Au xerre C . 23 は 修 道 院長が重 大 な
罪を 犯 し た 修道士 を 罰せず， し か も そ の 事 件 を 司教， 乃至は 首席助祭 に 報告 し な か っ た 場

23) 
合， か れ は 罰とし て 他 の修道院に追放 さ れ る とし て いる 。 567年 の Tours C . 7に あ っ て
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は こ の 修道 院長に 対す る 罷免権行使 は 当 該司教区 内の 他の修道院長の助言を必要 とし て ，
一応司教は る 同権の 怒意的 な 行使 を 圧え て ， 更吋14 年の パ リ c. 4仏 教会法 に も とず
か な い で， 罷免さ れ た修道 院長は 司教会議に上訴 し う る こ とを 規定 し て い る 。

次lと 修道士の定住義務 （ 同c. 4 (3）） は51 1 年のオル レ ア ン c.19， 及び554 年の アル ル
c. 3 ！乙受 け 入れ ら れ て い る 。 オル レ ア ン で は 放浪修道士の取締仰と 司教権の 介入 を 認め 、

修道院長が こ の取締れと 怠慢な 態度 を 示 す場合， こ れ を 罪と定 め ， ま たアJレ ル は 修道 院長
の定 住 を 義務付け て い る 。

こ の外， カル ケド ン に な い 規定 が存 在す る 。 そ れ は506 年の アジ ェc. 27に 修道 院長 の
同意 な し に ， 修道 院内の 司教 の 叙階権行使の禁止 規定 が あ り ， ま た517 年 の エ パオ ン ヌc.

8, 538 年 のオル レマ ン c. 23， 及び541 年のオル レ ア ン c.11の修道院財 産処分 規定 で あ
っ た。 す な わ ち 修道 院長が修道院財産を 処分す る 場合， 司教 の 承認を必要 とし ， 特 にオル
レ ア ン c. 11は 修道 院， 及び修道 院長l乙寄進 さ れ た財産が 修道 院長の 所有 に な い こ とを

付記 し て い る 。
以 上 の こ とか ら 明 ら か な こ とは ， 司教会 議が そ れぞれ の 地域 の 個 別 的 事 件 を と り あ げ，

現実 に 即 し て 裁定 を 下す とこ ろ か ら ， そ の 決定事項は 相 互 の 関連性 に とぽ し く ， 一貫性 に
欠 け る が， し か し ， そ れ に よ っ て 西方教会 に お け る 修道院と司教権力との 関係 に つ い て ，
あ る 像を 描 き う る 。 こ れ ら 西万 の修道 院規定 に あ っ て ， カル ケドン が 規定す る 聖職者 と修
道士との 厳密 な 区 別， 修道士 の 当 該管 l路区 司教 に対す る 従属 とい う 修道 院と司教権との 関
係 を 律す る 基本線が存在す る 。 そ れ故 に カル ケドン が西方教会 の修道 院規定 とな っ て い た
こ とは 確 か で あ ろ う。 こ の 司教権が 果 し て ， po tes tas か， ま たは pro vide ntia で あ る か
とい う 点に つ い て は ， 同権が修道院の管理運営権を 含ま ず， 人事 に 関し で も ， 506 年 の ア
ジェに お け る よ う に ， 修道院内の 聖職者 叙任権の 行使 に修道院長 の 承認を 前 提とし て お
り， 財 産処分 に つ い て は ， そ の権限 は 司教に は な く ， ただ 承認権が 認め ら れ て い る に す ぎ
な い 。 ま た司教が も っ罰令権は 確 か に カル ケドン よ り は 強化 さ れ て い る が， 乙の罰令権は
po tes tas とい う よ り は ， 修道 院の 秩序 ・ Ord nu ng を 維 持す る ため の手段 で も あ り ， pro 
vide nt ia k含ま れ る も の と言っ て よ い で あ ろ う 。 ただ両規定 の 聞 に存在す る 相違点は ， カ
ル ケド ン で は 司教権行使の対象が 修道院長を 含め た修道士一 般で あ っ たが， 西万教会 の諸
規定 で は そ の対 象が 修道 院長 とな っ て い る 。 す な わ ち 修道院長が修道士 に 服従義務 を 課
し， 更に修道 院内の 裁治権を 掌握 し て い たとす れ ば， こ こ に 司教→修 道 院長 →修道 士 とい
う 図式 が成立す る 。 こ の 際， 司教 と修道 院との 関係 を 明確 に す る 修 道 院長 選 出 方法， すな
わ ち 司教権に よ る 指 名 ， ま たは 修道士会 ・ co ngre gat io に よ る 自 由選 挙後， 司教に よ る 承
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認 の いず れ の 万法 であ っ た か に つ いて ， カル ケドン も 6 lit紀末期 以前の西万教 会 の 諸規定
も わ れ わ れ に 語 り か けな い。

とこ ろ で， こ の ようなオル レ ア ン を 北限 として ， 南ガリ アを 中 心 とす る 西万教会 の 修道
院 規定の 成立 とは 別 に 新 し い動 向 がア フリ カか ら始 ま っ た 。 524 年 ， 及び536 年 の カル タ ゴ
司教会議は コ ン スタ チ ノポ リ ス 司教Liber atusとカル タ ゴ の 修道 院 長 Pe trusと の 聞 に
起 っ た 修道 院 に 対す る 裁治権を め ぐる 争いに 関し て ， 455 年の レ ラ ン 規定に も とず いて ，
す べ て の 修道 院は 教会聖職 者の 裁治権か ら免がれ ＂ a co nd ic io nibus c ler icorum mod is 
liber a＂ ， か つ 自 立 的 であ る と 規定し た 。 そ し て 536 年 の そ れ は 司教会議が 認可す る か ぎ
り ， 524 年 の 規定が他 の 修道 院 に も 適用 す る こ とを 確認し て いる 。 こ の524 年 の 規定は 現存

せ ず ， 536 年の そ れ か ら推定す る 以外に 方法 は な いが， こ れ に よ れ ば，
(1) 教会秘蹟執行権ハ 当該管 区 司教ガ、所有 シ， 同権執行ノ際ハ 修道 院 長 ノ同意ヲ必要 ト

スル コ コレ 以外， 修道 院 ハ 司教 カ ラ 自 rl1デア リ ， マタ 司教 ニ イカナル 賦課モ負ウ 必要 ヲ認
メ ヌ：。

(2) 司教 ノ、修道 院 内ニ 自 ラ ノ 附子・c at hedr a ep iscop alis ヲモ ウ ケ ズ 。
(3) 司教 ハ 修道 院内デ修道 院長ノ同意ナ シニ ， 聖職者鋲階 権ヲ行使 シ得 ズ。
(4) 修道士会・co ngre gatio ガ修道 院長選 出 権ヲ所有 ス。
(5) 修道 院長選出 ニ カカワ ル 紛争 ノ、他 ノ 諸修道 院 ノ裁定ニユダネ ル ベ シ。
(6) 同 上 ノ 紛争 ガ継続スル 場合， li'iJ件ハ 当該pro vi nc ia の pr imas・首都 司教 ニ 提訴

サル ベ シ。
以上 6 項目 が挙げ ら れ る 。

こ の カル タ ゴ の 規定が司教権を 象徴す る cat hedr a ep iscop alis を 修道 院 か ら除去 し ，
ま た 修道会・co ngre gatio に よ る 修道 院長 の 自 由選出 権を 保障し ， 更に そ れ に 起 因 す る
紛争 の 解決 を 第 二審級 の 修道院長会， 及び第一審級 の pro vi nc ia の pr imas・首都 司教 の
手 に 託し ， 当該管 轄区司教権力を 完 全に 排し た 点は ， レラン の liber tas 理 念 を 一歩進め
た も の と言 え よう。 こ の 536 年 の 規定 のうち に， 後 の フラ ン ク・ガリ アに お いて 発展す る
司教か ら付与 さ れ る liber tas ・pr ivile gium の 基本的要素 と 修道 院 e xemtio の 始 ま り

28) 
とが見出 さ れ る 。

i主
1) Conciliorum Oecumenicorum D ecreta 3°, Bologna 1973, p. 88.; J. Hefele, Histoire des 

Conciles, II (2), Paris 1926, p. 782-p. 810. 
2〕J.Hefele, op. cit. , II (2), p. 782. 
3) Spreitzenhofer, D ie Entwicklung des alten Monchtums in Italien, Wien 1894, S. 122. 
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4) L. Ueding, G eschichte der K lostergri.i ndungen der f ri.i hen Merowingerzeit, Berlin 
1935, s. 38f. 

5) E wig, op. cit., S. 52. 

6) P. Mc Laughlin, Le tres ancien droit monastique de l’ occident. L iguge-Paris 1935, p. 
129 

7) potestas の 実体は potestas ordinis, potestas iurisdictionis， 及び potestas magisterii の 3

権力 を指す。 W. Szaivert, Die E ntstehung und E ntwicklung der K losterex emtion bis zum 

Ausgang des 1 1. Jahrhunderts, MIOG LIX ( 1951) S. 281. 

8) E wig, op. cit., S. 52. 

9) Mc Laughlin, op. cit., p. 131. 

1 0) c. 4: c. J. c. caus. xvi, q, I. c. 12: caus. x v111, q. n c. 12.; c. 8: caus. xv lll, q. n' c. 
16; C. 1 6: caus, xxv ll, q. I , C. 12 et 22. 

1 1) Hefele, op. cit., ll (2), p. 886f; Mc Laughlin, op. cit., p. 134. 

12) E wig, op. cit., S. 52f. 

13) Mc Laughlin, op. cit., p. 134. 

14) Hefele, op. cit., ll (2), p. 1163. 

15) ibid., n (2J, p. 991. 

16) ibid., n (2J, P· 1013. 

17) ibid., n (2), p. 1 037£ 

1s) ibid., n (2), p. 905. 

19) ibid., Ill (1), p, 170. 

20) ibid., n (2), p. 1135. 

21) ibid., n (2), p. 1037£. 

22) ibid., Ill (1), p. 219. 

23) ibid., Ill (1), p. 186. 
24) ibid., Ill (1), p. 252. 

2s) ih id., n (2), p. 1161. 

26) ibid., ll (2), p. 1 167. 

27) ibid., n (1), p. 1069; p. 1136. 

28) Szaivert, op. cit., s. 270. 

2. 司教発行の修道院privilegiumにおける修道院と司教権力

修 道 院 pr ivile gium は国王 ， 教皇， 司教 ， 及び 司教会議 な ど によ っ て 発行 さ れ る が，
本章で は 先 述 し た 教会 法 規定 と司教発行 pr ivile gium との 聞 に位置す る ， 司教会 議 発行
の pr ivile gium を ま ず と り あ げ ， 次にメ ロ ヴィ ンガー 中期 か ら 後期 にか けて 発行 数 も 多
く ， 明 確 な 様式 を とっ て く る 司教発行 の そ れ を 検討す る こ とにし よ う 。

こ の pr ivi le gium とは ， Sic ke l は 教会 問 題 に関す る 自 由処理権を 承認 し ， ま たは 少 な
く とも 教会 関 係 事 項を 規制す る 教会権威 が発行す る 文書とみ な し ， Santifaller は 持続 的

nu
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2) 
な 法 的効力 を も っ 特権の 添認 と 授与に 関 す る 文書 と 規定し ている 。

アイ ル ラ ン ド修道制導 入以前， す な わ ち 6 世紀の 都市司教座制の 発達 し た ブ ロ ヴァ ン
ス， 及びブルゴ ー ニ ュで は ， pr ivile gium の発行 の 主体 は いま だ 司教会議であっ た 。 455
年 の レ ラ ン ， 515 年 の Ge nf の St .-Maur ice -d ’A gau num, 549 年 オル レ ア ン の xe no ・

4) 5) 
doc hium（ 貧救院） ' 585 年Vale nce のSt . Marce l  ( C h a.Io n）， 南 フラ ン ス で は な いが，

St .- Maur ice の 直接の 影 響下 に あ っ た フラ ン ク王妃Rade gu nde 設立 の聖十字架修 道 院
( Po i t iers ） な ど の 各 pr ivile giumが そ れに 該当 す る 。 こ れ ら の ブ ロ ヴァ ン スー フソレゴ ー ニ
ュ的 pr ivile gium の 内容は ， レ ラ ン に つ い て は す で に 詳述 し た が， St .-M aur ice の 例を
あ げれ ば， 修 道 院 規約・re gu la の保持 の保証， 修道院， 及びそ の 財 産 （res mo naster ii) 
に 対 す る domi nat io の拡大禁止， 所 領の保全， 及び修道 院 長自由選 出 権 の 保証に か か わ

7) 
る も の で あ っ た 。

西方教会 lと あ っ て ， 修道院 と 司教権力 と の 関 係 に つ いて の 司教会 議決 議事項が 614 年 の
パ リ c.4で も っ て 消 滅 す る 。 そ の 時期 と ほ ぼ 同じ く し て ， 公法 と い う 教会法 に よ る 規定
に か わ っ て ， 私法 に よ る 規定， す な わ ち 教会権威 に よ る 修道 院 個 別 規定， 司教発行 pr ivi 
le gium が登場す る 。 こ の 公 法 か ら 私法 へ の 転換 の 原 因 は ゲル マ ン 個有 の 私有教会制と アイ
ル ラ ン ド修道院制と の 結 びつ き に よ る 司教会議の 無力化 と フラ ンク高級貴族 ら の Kloster 
gru nd herrsc haft の発達 に 求め ら れ る 。

司教発行 の pr ivile gium に 保証 さ れ る 修道 院 の自由・libert as の 内容を 検討す る と き ，
エ ー ヴィ ヒに よ れ ば， こ の libert as は 「大自由」・ Gro .Be Fre i he it と 「小自由」 ・ Kle i 
ne Fre ihe it k分類 さ れ る が， こ の 「大自由」 は アイ ル ラ ン ド修道制理 念 の 直接の 影 響を

受 けて 成立 し て い る 。
アイ ル ラ ン ド修道制に あ っ て は ， 教会組織の 中心 に修道院 を 置 き ， 修道 院長が修道院付

司教・ Monc heb isc ho f を 有す る か， ま たは かれ自 ら が 司教 の 叙階・ord i nat io を 受 けて ，
修道院司教管 区 ・ Kl osterb istum を 形成 し ， 同 管 区 内で司教が所有す る potest as を 行使
し た の で あ る 。 そ れ故 に コル ムパヌスに よ っ て 大陸に 導 入 さ れ た アイ ル ラ ン ド修 道制は 都

9) 
市 司教座制を 基礎 に 発展 し たガリア ・フラ ンク教会 の あ り 方 と 対立 す る 。

ま ず「大 自 由」 の pr ivile gium か ら 述べれ ば ， そ の 代表 的 な 例は コル ムパヌスの 直弟
子 の一人 C hagno aldus を 兄に も ち ， 幼いと き か ら コル ムパヌス の 影響 を 受 け て いた
Me au x 司教 Bur gu ndo faro が636 年， Br ie の Reb ais 修道院 に宛て た pr ivile gium で
あ っ た 。 そ の 史料 的価値が高 く 評価 さ れ て いる 同 pr ivile gium の 規定の 内容は ，

(1) 聖俗両権ガ 不 動 産， 及ビ動 産ヲ問 ワ ズ一切 ノ修道 院 財 産ヲ纂奪スル ヲ禁ズ。
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(2) 修道士会 ・ co ngre gatio ガ修道院長ノ自 由選 出権 ト 叙任権 ト ヲ保有ス。

(3) 修道院ガ 聖別， 及ビソノ他ノ教会秘蹟ヲ 執行スル 司教 ヲ 自 由ニ 選訳スル 権限 ヲ有
ス。

(4) 修道院ノ財産， 及ビ叙任 ・ ordi natio カラ 司教権ヲ排除シ， 特 ニ 当 該教区， マ タ ハ
他ノ修 道 院 ニ ヨッテ強制サレ ル 賦 役 ・ mu ner a ヲ拒否スル権限 ヲ有ス。

(5) 修道士ノ隠遁的， 全 キ静寂ナ生 活 ヲ守Jレ タ メ ， 何人ノ修 道 院立入 ヲ禁ズ。 マ タ 何
人モ修道院長， 及ビ修道士会ノ要請 ニ モ ト ズク訪問デアッテモ， 接待ヲ受ケル コ ト ヲ 禁
ス。

(6) 修 道 院 内ノ不正， 及ピ 混乱 ハ ベ ネ ディ ク ト ウ ス， 及ピコル ムパヌスノ修道 院 規約ニ
モ ト ズキ， 修道 院長権限 ニ ヨッテ矯正ス。
以上 6 項目に 集約さ れる 。

[1iJ pri vi le gium の う ち に ， 「大白ill」の 根拠を 求 め る と す れば ， （2) ' (3）， 及び （4）の各
条項が そ れで あ る 。 な か で も ， 秘蹟執行権を も っ 司教に関 し て ， 修 道 院 側の 自 由選択権を
認 め た （3）は 秘蹟執行権を 媒 介と し て ， 修道院の 自 由を 拘 束す る 可能性が最 も 高い 当 該管 轄
区 司教権力 を 排除し う る こ と を 意味し ， エ ーヴィ ヒは こ の （3）を 「大 自 由」の 核 と し て と ら
え て ， こ れが （2) ' (4）の 各条項に も 影響 を 与 え て い る こ と を 認 め て い る 。 す な わ ち （2）で は ，
修道士会が修道院長の 選 出権 ば か り で な く ， 叙任権 ・ i ns ti tu tio abb atis を 有して お り ，
ま た （4）で は 司教権が財産の ほ か に 人事 に 関 す る 事項で も 排除さ れて い る 。 こ の よ う な 司教
権の 排除は 修 道 院 の 司教権力 か ら の 完 全 な 自 立 と い う アイル ラ ン ド修道制理念の 導入 を 意
l床し てい る 。

と こ ろで上 述の 「大 自 由」 の pri vi le gium の 規定 に 比べ て ， 「小 自 由」の そ れ は ど こ
に， そ の特 質が存在す る の か。 「小 自 由」の 典型的伝例， 659 年， 乃至は660 年Se ns 司教
Em mo が 同管 轄区 内に 存在す る Sai nt-Pierre- le-Vi f 修 道 院 に 宛て た pri vi le gium）を 検
討す れば ， 同 p ri vi le gium lと あ っ て ， 前記各 条 項の う ち で 見 出 し え な い の は （3） の み に す
ぎ な い 。 秘蹟， 及び 聖別執行権は 当 該管 区 司教 に留保 さ れて い る が ， そ の 執行 の 際は無償
- abs que u llo commodo と い う 条件を 付 し ， ま た 修道院 長選出に関し て は 修道士会 に
よ る 自 由選挙を 承認 し て い る が ， 叙任権は 司教 に 帰 し ， 乙 れ も 無償を 前 提 と し て い る 。 更

に最後 の条項で liber tas に 関 す る 強力 な 保証を 付 け 加 え て い る 。 そ し て 同 .pri vi le gium
の liber tas が 536 年 の カル タゴの s ynodi alis k も と ず い て い る 事実 は こ の 「小 自 由」が
アイル ラ ン ド系統で は な く ， カル タゴの そ れが属す る プ ロ ヴァンス系統 に 由来す る こ と を
冠王し て し 、 る 。

qf臼
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以 上 ， 司教発行 の ：修 道 院 pri vi le giu m に つい て 総括す れ ば ， 「大 自 由」の pri vi le gi 
u mは修道 院を 当 該 管 轄区 司教 の秘蹟執行権か ら 解放 し た 点に お い て ， 従 来 の 教会法の 規
定 を 越 え る も の で あ っ た 。 し か し ， こ の 「大白FliJ pri vi le giu mは 確 か に 修道 院 を 当 該管
轄区 の 司教 権の 直接の影響下か らは ず し た が ， 司教権 そ の も の か ら 解放 し た の で は な く ，
こ れ の発行 の 目 的 は 「小 自 由」の そ れ と lrd じ く ， 修道院に 対 す る 司教権の 濫用 を 防止す る と
こ ろ に あ っ た 。 そ れ故 に 両 pri vi le giu mは 後 の 司教権の 完 全 な 排除を 目 的 と す る 修道院 －
e xe mtio と は 異な る が ， しか し 司教 に 対す る 自 由招鴨権， 入場許可権 ， 及び修道 院長 の
自 民！選 出 権は e xe mtio の成立 の 基本的 な 権限 と な る も の で あ っ た と 言 え よ う 。 そ し て両
pri vi le giu m の libert as の 譜系 に 関 し で も ， 「大 自 由Jが アイル ランド修道制理念 の 伝
統 を ， ま た「小 自 由」が プロヴァンスーブル ゴ ー ニ ュ修道制理 念 の伝 統 を ひ く こ と は 確 か
で あ っ た と し て も ， エ ーヴィ ヒが 指摘 し て い る よ う に ， 両 pri vi le giu m に 共通す る （1) '
(2) ' (4）， 及び（6）の 各条項が 前述の St.-M aurice -d' A gau nmn, St .- M arce l-de -C h alo n
s . Sa one 両 修 道 院の プロヴァンスープルゴ ー ニ ュ的 libert as と 一致し ， ま た 両 privi le-
giu m文書聞 に ， （1) ' (4) ' (5)' (6）， 及び（7）の各条項に 関 し て 殆 ん ど 文字通 り 一致 し ， 両文
書 の 親近性が 立 証 さ れ る と こ ろ か ら ， 「大 自 由」， 及び「小 自 由」 を 問わ ず pri vi le giu m
が そ れ ぞれ 単独の 伝統に 負 う の で は な く ， 相互の影響 の 下 に 成立 し た こ と が 明 ら か であ
ろ う 。
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12) Pardessus, op. cit., I , Nr. 335, P. 11 2ff; Ewig, op. cit., S. 57: 乙 の タ十， ｜小自由」 Pri
vi legiumが授与さ れ た修道院は St, Denis ( 653年） ， St. Omer ( 663年） ， Corbie ( 664年） ．

3. 教皇発行の修道院privilegiumにおける修道院と司教権力

次 lと 修 道 院 と 司教権力 と の関 係 に つい て ， 当 時 ， pri matus の確立 を 志 向 す る 教皇権が
前 述 し た 規定 に 対 応 し て ， 自 ら ど のよ う な 規定 を 下 し て い っ た か ， こ の 問題 に つい て ， 教
皇の書 簡， 及び pri vi le giu m の 検討を 通 じ て 明 ら か に し て 行 く こ と に し よ う 。

修道院 と 司教権 と の 関係 に つい て ， 教皇グレゴ リ ウ ス以前 の 規定 か ら 検討す れ ば ， ま ず
修道院に 対す る 保護 と い う よ り は ， む し ろ 教会財産保護を 目 的 と し た 教皇側の 規定 が在存
す る 。 Symmac hus（在位498 一十514 ) ,Hor mis da s（在位514 一↑523） ， 及び A gapitus （在
位535 十536） ら の 諸教皇の e ditus は修道院へ の 教会所 領の 譲渡 に 関 し て 用 益権の み に
限定 し ， 教会は 所有権を 留保す る こ と を 命 じ て い る 。 一万 ， 修道 院 pri vi le g iu m tと あ っ
て ， 教 皇が定 め た 最 も 古 い 規定 は514年頃， 教皇Hor mis das が アル ル 司教 C aes arius の
要請 に 応 え て ， アル ル の 女子修道院 に 与え た pri vi le giu m の な か に 求め ら れ る 。 同
pri vi le giu m に よ れ ば ， アJれレ の 後 継司教 は 当 該修道院に 対 し て ， 司教権以外の権限を 行
使 し え ず、 し か も 司教 の 訪問 の 時期 も 限定 を 受 け て い る 。 ま た フラ ンクの パ リ 分 国王 C hi l 
debert Iが 設立 し た アル ル の Mo nt major 修道院に 対 し て ， 同 分 国王の 要請 に 従い ，

550年授与 し た pri vi le giu m は ， 教 皇 グレゴ リ ウ スの 599年付け アル ル 可教Ver gi lius 書
簡に よ る 以外 ， そ の お お ま か な 内容 し か推定 し え な い が ， そ れ は 修 道 院所 領， 及び修道 院
長 の 自 由選 出権を 保 証し た も の で あ っ た 。

と こ ろ で グ レ ゴ リ ウ ス以 前 に あ っ て ， イタ リ アの 修道院明加 に と も な い 最 も 修 道 院問題
に か か わ り を も っ た 教皇は Pe lagius I （在位 556-t 561 )で あ っ た 。 か れ は 555年頃， La 
ri no 司教Jo hannes 宛書 簡の な か で ， Samariu m， 及びLuc ani a の修道院所 領に 関 し
て ， 司教権力 ， 及び世俗権力 を 排し ， し か も 修道士の 私 的 な事柄 に つい て は ， 司教 の cur a 
か ら は ずす 乙 と を 定 め て い る 。 ま た 558-560年 の 司教 P au li nus 宛ぺ ラ ギ ウ ス書簡はSt .

Ju li an us 修道院に あ っ て ， 同 司教が 聖職者ぞ叙任－ し ， し か も 醜聞 を 引 き 起し た 修道士を
排除し ， 司教 の権威 の 保持 を 命 じ て い る 。 第 3 の 同 教皇の書簡， す とEわ ら 558- 560年 ， シ
シ リ アの C at ane 教会の de fe nsor の Opi lio nus 宛書簡は修道士 ら が 怒意 的 な 判 断で 修

4) 
道 院長 を 排斥 し ， 他に そ れ に 代 る 者を 求 め る こ と を 禁 じ て い る 。 最後 に 第 4 の ， 同じ く 558
- 560年 sub di aco nus の Me l ius 宛書 簡は 修道院長選出に 関 し て ， 選 出権 （指名 権） を
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修道 士， 及び修道 院の 所有 者 ・ possessio nis do mi nus に 認 め て い る 。

以上， グ レ ゴリ ウ ス以前の教皇側が認め た 司教権と は 修道院所領の 保護， 修道生活 の 安
寧の 保証， 及び監督権が主 な も の で あ っ て ， 更に Mc Lau g hl inはペ ラ ギ ウ スの 規定 の う
ち に 裁判権を 読 み と っ て い る 。 修道院長選出権は 修道 士， 及び 修 道 院 所有 者に帰 さ れ る
が， 叙任権は 当 該管 轄区 司教 の 所有 と な っ て い た 乙 と は 確 か で あ っ た 。

そ れ では 修道士 ・ 教皇 と の 呼称 を も っ グ レ ゴリ ウ ス は 修 道 院 と 司教権と の 関 係 を ど の よ
う に 規定 し た の か 。 ま ず グ レ ゴリ ウ スが 具体 的 な 修道院問題 に 即 し て 司教権に 求 め た 事項
を か れ の 書簡の う ち か ら 示せ ば， 以下の通 り で あ る 。

(1) 修道 院内ニ オケル 司教 ノ公的 ミ サ聖会 ， 及ピ埋葬 う 禁止 （回O年 Orvieto 司教 Jo 
hannes 宛）

(2) 司教 ニ 対 シテ， 修道院ニ オケル寄進 領ノ確認， 献 堂式 ノ挙行， ミ サ聖 祭 ノ保証， 及
ピ 修道 院規律ノ尊 重 ヲ要請 。 (593年 ナポリ 司教 Fortu natus 宛）

(3) 修道院付礼拝堂 ・ or atoriu m ノ献 堂式 ノ 際， 司教ガ示 シタ 強欲， 騒乱， 及ピ不正
(avariti a , turbu le nti a , pr a e ju dicu m） ニ 対スル非難 （594年サル ディ ニ アノ管 轄区 不 詳
ノ司教 Fe li x， 及ピ修道院長 C yri acus 宛）

(4) 修道 院領ノ分 割， 及ピ纂奪ノ 禁止， 修道 士会ニ ヨ ル 修 道 院長 選 出 権ノ保証， 公的 ミ
サ聖 祭ノ禁止， 教会ニ モト ズカナイ裁治権 ・ juris dictio ノ行使 ノ禁止 （595年 Ri mi ni ノ

S .-T ho ma 修 道 院長Lu mi nosus 宛， 及ピ同 年Ri mi ni 司教 C astorius 宛）
(5) 修 道 院付礼拝堂ノ献 堂式 ノ挙行 （595年ナポリ 司教 Fortu natus )
(6) 修 道院内ニ オケル 教会職務ノタ メニ ， 修 道 士会ニ ヨッテ選 出サレ タ 修道 士ノ 聖職 者

叙任 （596年 P anor mit anus 司教 Victor 宛）
(7) 修 道 院所 領ニ 関スル 司教 監督権ノ滋用 ノ禁止（596年 ラ ベンナ 司教 M ari ni anus 宛）
(8) 献 堂式ヲ挙行 シタ 修道院カラ 司教権ノ象徴， 司教ノ 椅子 ノ撤去 （596 年 Pes aro 司

教 Fe li x 宛）
(9) 造反修道 士ニ 対スル 司教 ノ支援ノ禁止 （597年Sc yllaciu m 司教 ヨ ハン ネ ス宛）
帥 教会 聖職者ニ ヨ ル 修道 院ノ管 理 ， 及ピソノ私有化 ノ禁止 （597年 ラ ベンナ司教 マリ

ニ アヌス宛）
帥 修 道 院財 産 不可侵ノ要求 （598年Sc yllaciu m 司教 ヨ ハン ネ ス 宛）
同 修道 院側ニ ヨJレ 司教 ， de fe nsio ノ確保トr atio ニ 反スル 修 道 院圧迫ノ排除 （599年

ナポ リ司教 Fortu natus 宛）
こ れ ら 12 の 事項を 整理 すれ ば ， 次の項目 別 に 分類 し う る で あ ろ う 。 すな わ ち 1 .  修 道
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院に 対す る 司牧 と 秘蹟執行 の 義務 （ 2 ,  5, 6 , ) ' 2 .  修 道 院財 産の 保護 （ 3 , 4 , 7 ' 
1 0 ,  1 1 . 12) ' 3 .  教会法lと も と ず か な い 司教権発動 の 禁止 （ 1 .  4 ' 7 ' 8 ' 12)  ' 
4 . 修 道 院生 活 の 秩序の保 証 （ 1 . 3 , 4 , 9） ， 以上 4 項目が 挙 げら れ る 。

次に修道院に お け る 司教権の全面的 な 規定 を 志向す る pri vi le giu mは ど う で あ っ た か 。
ま ず 598年 の ラ ベ ンナ 司教 マ リ ニ アヌス宛の C lassis のS .S .-Jo hannis -et -Step hanus 

20) 
修 道 院に 関 す る pri vi le giu mの 検討か ら 始 め れ ば ， 同 pri vi le giu mが発行 さ れ る 以前 ，
す で に グ レ ゴ リ ウ スは 59 5年 ， 同 司教宛書簡の な か で ， 前 任 司 ヨ ハ ンネ ス に 岡修道 院所領
の保全 を 要請 し ， 更に マ リ ニ アヌス 自 身 に は前記 ・ 596年 の 書簡で ， も し か れ が 不 正 を 車し
さ な い な ら ば ， 別 の方法で修道院の 保護を 用 意す る と 威嚇 し て い る 。 そ れ故 に 598年 の
pri v ile giu m は こ の 威 嚇の履行 で あ り ， こ れ は 同修道 院の特権を よ り 広 範 に 正 当 化 し て い
る 。

と こ ろ で グ レ ゴ リ ウ スのlibert as 文 書 の な か で 最 も 重 要 な も の と 言 わ れ て い る 上 記
privi le gi n m に おけ る 司教権に 対す る 禁止事項の リ ストを 示せ ば ，

(1) 修 道 院財 産， 及ピ特権 （r es et c art a） ノ保全。
(2) 修 道 院トラ ベ ンナ司教トノ例ノ係争問題 ハ 双万 カ ラ 選 出サレ タ裁定者 ラ ニ 提訴 ， ス

ナ ワ チ 仲裁裁判ノ設定。
(3）修道士会 ニ ヨ ル修 道 院長ノ 自 由 選 出権ノ保証 ， 但 シ被選挙母体 ハ 修道士会デアル

ガ， モ シソコニ 適 任者ガイ ナ イ 場合 ， 他ノ修道院カラ 選 出スル。
(4) 修 道 院長ガ教会法違反 ヲ犯サナイ カギ リ ， イ カナル場合デアッテ モ， 何人 モ カ レ ヲ

罰 シエ ナイ 。

(5) 修 道 院長ノ同 意 ナ シニ ， 修道土ヲ他ノ修道院へ移 籍 シ， 聖職叙階 ヲ授ケ， 及ビ教会
職務ノタ メニ 用 イ ルコトヲ禁ズ。

(6) 修道 院ノ財 産， 及ビ特権ノ目 録作成ノ、教会 聖職者デハ ナク， 当 該修道長ガ他ノ修道
院長ト協同 シテ行 ウ ベ シ。

(7) 修道 院ノ利害・ uti lit as ニ 関 シテ， 修道院長ハ 教皇ニ 自 由ニ 直訴 シ得 ル。
(8) 司教ノ修道院立入権ノ規制， 立入ハ 修道院側ノ要請ヲ前 提トスル。
以上の 8 項目 に ま と め う る 。
そ れ で は 上記 pri vi le giu m， す な わ ち そ れ は ロ ー マ 首 都 司教座 ・ metropolit anus 管轄

下 の ラ ベ ンナ司教 か ら 同 地 に 存在する修道院の保護を 志向す る も の で あ る が ， そ れ と 比べ
て ， 当 時 グ レ ゴ リ ウ スが そ の連繋 を は か る フ ラ ンク教会 に 授与 し た pri vi le giu mの 内容
は どうで あ っ た か 。

no
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グ レ ゴ リ ウ スの フラ ンク関 係 のprivile giu m は 5通存在す る 。 ま ず 596年 マル セィ ユ の
S.- C a凶 anus 修 道 院長Respect a 宛 privi le giu m �； ら 始 め れ ば ， そ れ は 同修 道 院の 設立
者 ， 元p atr icius の Dynamius ， 及びそ の 妹 Aure li ana の 要請 に 従 っ て 授与 さ れ た も の
で あ り， そ の 規定 す る と こ ろ は ，

(1) 修道 士会ニ ヨ ル修 道 院長 自 由 選 出 ・ 被選 出権ノ保 証， fll シ選 出サレ タ 修 道 院長ノ叙
任権ハ 当 該管 轄区 司教ガ保有スル 。

(2) 司教 ， 及ピ聖職 者 ハ 修道院財 産 ヲ保全 シ， 及ビ修 道 院ノ管 理 ニ 干渉 シ得 ズ。
(3) 司教 ハ 年 2 回 ， 同修道 院ノ献 堂記念 日 ， 及ピ 聖カシアヌス祝日 ニ ミ サ聖 祭 ヲ院内デ

行 ウ ベ シ。 コノ両 日 以外， 司教ノ椅子 ハ 除去 スベ シ。 マ タ 両 日 以外ノミ サ聖 祭 ハ 司教 ニ ヨ
ッテ指 名 ヲ受ヶ タ 司 祭ガ行 ウ ベ シ。

仏） 修 道 院内ノ不 正 ， 及ビ混乱 ノ 矯正権， 及ビ 監督権ハ 司教ガ保有スル 。
以上 4 項目 で あ る 。

こ の ほ か グレ ゴ リ ウ スの フラ ンク 教会宛 privi le giu m は 6 02年 ， Autu n の 貧救院 xe
no doc hiu mの 院長 （abb as ) Se nator 宛， 同年 ， 同地 の 聖マ リ ア女子修 道 院 （P art he no n

S .  M ari ae） 長Talasi a 宛， 及び ｜両l年 ， 同地 の 聖マ リ ア教会の 司 祭 ， 及び abb as の Lu-
26) 27) 

pus 宛の 3 通存在す る 。 。 し か し こ の 3 通 の privi le giu m の 内容 は 殆 ん ど 文字通 り 一致
し て お り ， そ れ 故 に こ こ で は 最初の文書を 主 と し て と り あ げる こ と に し た い 。

オ ー タ ンの xe no doc hiu m の 設立 は オ ー タ ン司教Syagrius , 及び ブ ル グ ンド分 国王
T heu deric h の 祖母 で ， 同分 国 の 実権を 掌握 し て い た Bru nic hi lde に よ る も の で あ っ た 。
そ し て 上 記 三通 の privi le giu m 発行 も 両 者 の 要請の 結果 で あ り ， し か も そ れ は す で に 両
者 か ら 出 さ れ て い る privi le giu m の 教 皇側か ら の追認 で あ っ た 。

そ の 規定 の 内容 は ，

（］） 王権， 及ビ教権問 ワ ズ， 聖俗両権カラ ノ 貧救院財 産 ノ保 護。

(2) abb as ， 及ビ司 祭ノ 任命権ノ、同分 国王 ガ有スル 。 flt シ 同院ノ修道士ノ 同意 ヲ必要 ト
スル 。

(3) abb as ノ 任命ノ際， 金銭 ノ授受 ノ禁止。
(4) abb as ノ罷免ノ、 ォ ー タ ン司教ノ外 ， 6 人ノ司教 ニ ヨッテ構成サレ ル 裁判デ， 教会法

ニ モ ト ヅキ決定サレ ル 。
(5) abb as ， 及ピ司 祭ガ司教 ニ 叙階サレ タ 場合， 同院ヲ 辞 スベ シ。

(6) 貧救用 財 産 ノ 不正使 用 ノ禁止。
(7) 修道 士ノ、 abb as ， 及ピ司 祭ノ同意ナク パ， 聖職 ニ 叙階サ レ得 ズ。
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以上 7 項目 で あ る が ， 長後 の 3 項目 は 後 記 2 文書 に は 存在 し な い 。 そ し て 3 文書の結語
に あ っ て 国王、 司 祭 ， 裁判官 ， 及び 俗人 を 問わ ず ， こ の 規定 の 違 反 者 に 対 し て 破門 の 外 に
権力 ， 及び 地 位 の 剥奪 を 定 め て い る と 乙 ろ か ら ， こ れ ら 3 文書は 教皇の pri vi le giu mよ り
は ， む し ろ 国王の pri vi le giu m と 言 う べ き も の で あ ろ う 。 尚， 乙 の 外 ， 乙 れ を 同一種類
の pri vi le giu m k属 す る も の に ， す で に 言及し た よ う に ， 550年教皇Vi gi lius が パリ分
国王ヒルデベルト一世 の 要請に従 い ， アルルの Mo nt major 修道院に 援与 し た pri vi le g 
iu m と 5 9 9年 グレゴ リ ウスが 再確認 し た privi le giu m と を 挙 げる こ と が 出来 る が ， 現在
す る の は pri vi le giu m k添 え ら れ た グレゴリ ウ ス書簡 の み で あ る が故 に ， 内容を 明確 に
し え な い 。

さ て 上 記 の書簡， 及び pri vi le giu m か ら ， グレゴリ ウ スは 修道 院 libert as を ど の よ う
に 規定 し て い る の で あ ろ う か 。 端 的 に 言っ て ， か れ の libert as は い わ ゆ る 修道院の 「大
自 由」 を 保証す る 司教発行 の pri vi le giu m の そ れ と は 異な り ， レ ラ ンーカル タ ゴ の 規定
に 最 も 近 い と 言え る 。 す な わ ち ， そ れ は 司教権の 排除 ・ exe mtio を 修道院に 授与す る の
で は な く ， 修道院に お け る 司教権の あ り 方 を 明確 に 規定す る も の で あ っ た 。 グレゴリ ウ ス
の修道院 libert as は 修道士会に よ る 修道院長の 自 由選出権， 及び財産管理権の 保有 で あ る
が ， 乙 の libert as を 補強す る も の と し て ， 財 産所有， 及び 修道院長 罷免な ど に 起因 す る
司教 と 修道 院長 と の係争問題 に 仲裁 裁判の 設定 が あ る 。 乙 の裁判 籍tと み ら れ る 修道 院長 の
自 立性 ， 及び修道 院財 産目 録作成か ら の 司教権排除 と い う 修道院経済 の 自 立性 は ， ま さ に
グレゴ リ ウスの修道院 libert as の 核心 で あ っ た 。 そ し て グレゴリ ウスが 司教 に 聖職者 叙
任権を 含む 秘蹟執行権， 訪問権， 及び勧告権 （ visit atio et exhort atio） な ど を 認 め た と

し て も ， か れ は こ れ ら 権限 の 執行 に修 道 院側の要請 と い う 前 提 を も う け ， し か も 修 道 院管
理 ， 及び運営権を 修道 院長 に よ る 修道院の 内的指導に 関 係ず け て ， 司教権濫用 を 防止 し て
い る 。 そ し て ， か れ は 修 道 士に 対 し で も ， 聖職者 叙階 を 受 け た 場合， 修 道 院に お け る 諸権
利の放 棄を 要求し て い る と こ ろ か ら ， か よ う な 規定 は 聖職者 と 修道 士 と の 聞の 区 別 を 明確
に し よ う と す る カルケド ン以来の 教会法 の 伝 統 を ， グレゴリ ウスが 継承 し て い る こ と を 示
す も の と 言え よ う 。

最後 に グレゴリ ウ ス と の 関係が， い ま Tご検討の 余 地 を 残 し て い る Be ne dict 修道制に お
い て は ど う で あ っ た か 。 ベ ネ ディ ク ト修道院規約 re gu la C . 64 Irよ れ ば， 修 道 院長 選出
権は 修道士会に 留保 さ れ る が， そ れ に 起因す る 紛 争 に は 司教， ま た は 修 道 院長会， co n 

gre gatio ni se niori が 介入す る 。 乙 の 規約 か ら は ， 修道 院 と 司教権力 と の 関 係 は これ 以 上

明 ら か に し え な い が ， そ れ は グレ ゴリ ウ スが 継承し た レ ラ ンーカルタ ゴ の 線で は なく， ひ
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し ろ 伝 統 的 な 西方教会法 の 規定 に つな が る と 言え よ う 。
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む す び

451 年 の カルケド ン 司教会 議の 修道 院規定が 5 世紀後 半か ら 7 1仕紀前半 に か け て ガリ ア
各地 の 司教会 議で追認 さ れ， 西万教会 に お け る 修道 院 と 司教権力 と の 関係 を 規定す る 基本
線 と な った こ と は 確 か であ ろ う 。

この 基本線 と は 聖職 者 と 修道士と の 厳密な 区 別， 及び修道士の 当 該管 轄区 司教 に 対 す る
従属であ り ， そ し て 修道院に対す る 司教権 は pr o vident ia， 及び soll ic itudo ， す な わ ち
修 道 院の 規律に 関す る 強力 な発言権 と い う 意味での 監督権 ， 及び保護権 であ って ， 修道院

l ibert as と 対立す る potest as では な か った 。 司教会議が そ の 規定と は 別 に発行 し た 修
道院 pr ivil e gium， す な わ ち レ ラ ン カル タ ゴ の そ れ は カル ケドン の 基本線を 継承し ， 司
教会 議の 規定と ほ ぼ一致す る 。 し か し ， 修道士会 に よる 修道院長 の 自 ill選出権 ， 及び修 道
院に対す る 司教 の do min at io拡大禁止の 2 点は 当 該管 轄l叉司教権 か ら の 修道 院の 解放 と
いう修 道 院l ibert as を 一歩進めた も の と 言えよ う 。

この修 道 院 l ibert as は司教発行 の修道院 pr ivil e gium に よって吏らに拡大す る 。 同
pr ivil e gium kは ， ア イル ラ ン ド修道制理念の伝 統 を ひ く 「 大白rLIJ と ブ ロ ヴァ ンス ブ

ルゴ ー ニ ュ修道制理念 に た つ 「小 自 由」 と が あ り ， 「大自 由」 の 核は （1）修道士会 ニ ヨ ル 修
道 院長ノ自 由選 出 権 ト 叙任権 ノ所有， (2）修道 院財産， 及ヒー人事ニ 関スル 司教権ノ排除，
及ビ 賦役 ノ拒否 ， (3） 聖別 ， 及ピソノ他ノ教会秘蹟ヲ 執行スル 司教 ニ ツイテノ 自 由選 択権
ノ修道 院側ノ保 有 ， 以上 3 項目 デア リ ， 「小 自 由」 の そ れ は （1)' 及び （2） であ った 。 「
大自 由」 を 決定す る （3） は 当 該管轄区 司教の秘蹟執行権からの修道 院解放 と い う 点で， 従
来 の 教会法 の 枠を 越 えた 修 道 院l ibert as の保証であ った 。 し か し ， こ の 「 大自 由」 の そ
れ の 発行 の 目 的 が修道院か らの 司教権の 排除では な く ， 修道院内に お け る 司教権 の 濫用 の
防止に あ った と こ ろ か ら， 修 道 院 ex emt io と は 異な る が ， 後 に そ れ が 成立す る 基盤を 提
供 し た こ と は 確 か であ ろ う 。

こ の よ う な 修 道 院l ibert as の 諮系に あ って ， 教 皇発行 の 修道 院 pr ivil e gium は グレ
ゴ リ ウ ス以前では 司教会 議の 修道院 規定以上に ， 修道院l ibert as を 認めて は いな い。 こ
の 傾 向 は グレゴ リ ウ スの 時 代に 入 って も ， 基本的 に は 変って は いな い。 し か し グレゴ リ ウ
ス は こ の修道院l iberta s を よ り 明確 に と らえ， そ し て よ り 現実 的 な も の と す る 。 か れ の

l ibert as と は ， 修道士会 に よ る 修道院長の 自 由 選 出 権 ， 及び財産管 理権 の 保有 であ り ， こ
の両権 を 確か な も の と す る ため仲裁裁判 を 設定し ， こ れ と 修道 院 財産自録作成か らの 司教
権 排除に よ る 修 道 院経 済 の 自 立性 と は グレゴ リ ウ スの修道院l ibert as の 核心 で‘あ った。
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し か し ， か れ は 修道 院に 対する 司教権， 及び監督権を 司教か ら剥奪 し た り ， そ れに 制限を
加え た り し て は いない。

と こ ろ でグレゴ リ ウ ス 以後， 修道 院pr ivile gium は 司教の pr ivile gium の 増加に比
し て 極度 に 減少し ， 9 llJ:紀中期 に なっ て 始 め て 増加す る 。 こ こ に こ の よ う な 司教発行 の
pr ivile gium に 対す る 教 皇側の反応の一例を 示 せば ， 教 皇 Adeod atus (672 一↑676jは 「
小 自 由 」 さ え も ， そ れ が修道院管理からの すべ て の 司教権の 排除 と 司教 の 立 入禁止の 点で，
ロ ー マ教会 的修道院 libert as を 越え た と こ ろ の 例外的 な も の と し て いる つ し か し こ れよ
り 先， すでに628 年 ， 教 皇Honor ius I が， アイル ラ ン ド 修道制を 敷く ， 北イ タ リ アの

Bobbio 修 道 院 に 授与し た pr ivile gium は ， 修道院に お け る 司教 権の 否定と 言 う 点で従来
の ロ ー マ教会 的修 道 院 libert as を 教皇 自らが逸脱 さ せる も の で あ っ た っ すなわ ち こ の

pr ivile gium は 同修 道 院を あ らゆ る 裁治権か ら解放し て ， こ れ を 教皇庁の 直接の 保 護下 に
置 き ， 司教 を 含むす べ て の 教会 聖職者に修道院内に お け る 財産処分 権· d it io の 行使 と 修道
院長 の 要 請の ないミサ聖 祭 の 禁止を 定め て いる 。 こ の ボッビオ の pr ivile gium は 修 道 院
が教皇の auctor it as に 直属し ， 後の 教皇の 修 道 院 ex emt io を 組起 さ せ る 点でJ:j� 世初期
教会 史上 では ， き わ め て 希有 な存 在 であ る が， 同pr ivile gium の 授与が当 時， ア リ ウ ス
派の ラ ン コ‘バル ト 王権の支慢の も と に ， ボッビオ修道院の 司教 座 へ の 組 込み を は か る ｜μ］じ
く ア リ ウ ス 派の D erton a 司教 Probus k対抗す る 政治的配慮に よる も の か ， ま にか よ う
な政治的状況に あ っ て ， 司教権か らの 自 由 を 標梼す る アイル ラ ン ド系 修道制の 教 皇に よる
一 時 的 な承認 であ る の か ， そ の 授与の 背 景 に 検討を 加え る 必要 があ ろ う 。 いずれ に し て も
7 世紀後半に 至 る ま での 教皇発行pr ivil e g ium に お け る 修道院 と 司教 権力 と の 関係 は い
ま だ一定し て いないと み て よいであ ろ う 。

注
1) Mc Laughlin, op. cit., p. 181. 

2) J onas, Vita Columbani abbatis discipulorumque eius, ed. B. K rusch, MGH, Scrip. ( in 

usu Scholarum) Hannov er 1905 ,  Il, 23. 
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